
民間企業における法定雇用障害者数の算出方法について

R7.3

算出方法は、

｢障害のある人もない人も共に働く静岡県｣を目指すために

事業主のみなさまへ

企業全体の常用雇用労働者数 × 法定雇用率（2.5％）＝法定雇用障害者数

（例）常用雇用労働者数41人の事業主の場合は、41人 ×2.5％ ＝ 1.025人 ≒ １人

この事業主の場合は１人の障害者を雇用する義務があります。 （小数点以下は切り捨て）

雇用契約の形式如何を問わず、１週間の週所定労働時間が20時間以上の労働者
であって、１年を超えて雇用される者（見込みを含む）をいいます。

（注1）常用雇用労働者数とは

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」

以上にする義務があります。この法定雇用率は段階的に引き上げられることとなっており、

令和６年４月から「2.5％」に、令和８年７月から「2.7％」となり、除外率（注2）

も令和７年４月から「除外率設定業種」で「10％引き下げ」となります。

これに伴い、義務を負うこととなる事業主の範囲も拡大されています。

障害者が一般の労働者と等しく働ける機会を保障するという制度目的をご理解いただき、

新たに対象となった事業主も含めて、障害者雇用に取り組んでいただくようお願いします。

危険作業を伴うなど雇用を一律に義務付けることが適切でない業種について、
常用雇用労働者数から一定数を控除する制度です。今後は、縮小される予定です。

（注2）除外率制度について

週所定
労働時間

30Ｈ以上
20Ｈ以上30
Ｈ未満

10Ｈ以上20
Ｈ未満

身体障害者 １ ０．５ －

重度 ２ １ ０．５

知的障害者 １ ０．５ －

重度 ２ １ ０．５

精神障害者 １ １ ０．５

障害者を1人雇用している場合のカウントの方法は、障害者
の種別や労働時間によって異なります（右表参照）。
なお、令和６年4月から、常用雇用労働者数には含まれない
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、
重度知的障害者及び精神障害者について、0.5カウントとし
て算定できるようになりました。

雇用障害者数のカウントの方法について

赤枠内は令和６年４月から

※ 詳細は、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

▶ ｢除外率制度について｣https://www.mhlw.go.jp/content/001133551.pdf
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これから障害者雇用を始める事業主の方や

障害者雇用を始めたばかりの事業主の方向けに
「障害者雇用制度の内容」「障害者雇用をどのように
進めれば良いのか」「雇入れや継続雇用に当たって
どのような支援策があるのか」などがまとめてあります。

ハローワーク
(公共職業安定所)

電話番号 部門コード 住所

ハローワーク下田 0558-22-0288 下田市4-5-26

ハローワーク三島 055-980-1300 32#
三島市文教町1-3-112
(三島労働総合庁舎1階)

ハローワーク沼津 055-931-0145 31# 沼津市市場町9-1 (沼津合同庁舎1階)

ハローワーク富士 0545-51-2151 32# 富士市南町1-4

ハローワーク富士宮 0544-26-3128 富士宮市神田川町14-3

ハローワーク清水 054-351-8609 32#
静岡市清水区松原町2-15
(清水合同庁舎1階)

ハローワーク静岡 054-238-8609 32# 静岡市駿河区西島235-1

ハローワーク焼津 054-628-5155 32# 焼津市駅北1-6-22

ハローワーク島田 0547-36-8609
島田市本通1丁目4677-4
(島田労働総合庁舎1階)

ハローワーク掛川 0537-22-4185
掛川市駅前4-4
SKしんきんプラザ2階

ハローワーク磐田 0538-32-6181 31# 磐田市見付3599-6 (磐田地方合同庁舎1階)

ハローワーク浜松
アクトタワー庁舎

053-457-5161
浜松市中央区板屋町１１１－２
浜松アクトタワー７階

お問い合わせ先

障害者雇用のご案内
～共に働くを当たり前に～

検索障害者雇用のご案内

▶ ｢障害者雇用のご案内｣ https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

最寄りのハローワーク雇用指導担当までお問い合わせください


